
埋蔵文化財取り扱いの流れ

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の有無の照会

包蔵地内
包蔵地外

遺跡所在の可能性あり

分布調査
試掘調査

遺跡なし遺跡あり

文化財保護法 93 条（民間事業）

文化財保護法 94 条（公共事業）

　に基づく書類の提出

遺跡の損傷無し

又は掘削範囲極小
遺跡を損傷する可能性あり

確認調査

遺跡の損傷無し 遺跡を損傷

発掘調査慎重工事もしくは工事立会

重要な遺跡の発見

保存協議

工事実施整備・活用

工事実施

遺跡の不時発見

文化財保護法 96 条（民間事業）

文化財保護法 97 条（公共事業）

　に基づく書類の提出

（調査依頼書、承諾書）

着工までの期間が長い場合

（3か月以上）

※調査費用は原則事業者負担

　（調査委託契約等）
※工事立会は日程調整が必要

文化財保護法に基づく取り扱い

※調査費用は市教委負担

※調査費用は市教委負担

※遺跡の状況を確認するために行う分布調査・試掘調査・確認調査は市教育委員会の負担。遺跡が損傷される部分の

　発掘調査は原則として事業者負担。

※「遺跡を損傷する」は遺跡に掘削が及ぶ（遺構面より 30㎝以内）、道路等永久構造物の設置、高さ 3m以上の盛土等。

※発掘調査、工事立会、慎重工事は工事計画や確認調査結果等より兵庫県教育委員会が決定し、市教委を通じて通知。

( 第 6 号様式 -2、掘削規模の分かる関連図面 )

( 第 7 号様式 -2、掘削規模の分かる関連図面 )

( 承諾書 )


